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カールスパートの決議とその前後

黒岩純

一検閲と当時の政治情勢

オーストリアは過去にイギリス，フランスの経済的優位に追いつこうと

する過程で市民階級の経済力と精神的ポテンソを利用しようと考えたこと

があった。そのために絶対主義者は啓蒙主義に見せかけのうえで帰依する

態度を示した。しかしヨーゼフ 2世（在位1780-1790）の治位の終り頃に

なってはじめて市民が国家依存から離れようとしていることに気づいてい

る。その結果，再び貴族階級と教会へ接近していった。

オーストリアの秘密結社の腔史は啓蒙主義にたし、する中央権力の関係を

明確に映している。オーストリアの行主，貴族，役人などでフリーメーソ

ン会員であったものは驚くほど多い。古くはマリーア・テレージアの夫君

フランツ 1世が1731年，フリーメーソンの会員になっている。ヨーゼフ 2

1吐の時代には主だった役人，芸術家，貴族で少なくとも一時期ロージェ

(Loge）に属さなかった人間はいない程である。 フリーメーソンにたし、す

るレオボルト 2t吐（在位1790-92）の関係も悪くはなかった。しかし中央

権力が自由に市民をコントロールしたり，フリーメーソンの組織を絶対王

政の中に利用できる時代は過ぎ去っていた。結局は1795年，フランツ 2世

の時代にはじめて全面的に禁止されている。その禁止とその結果をフラン

ツ2世（オーストリア皇帝フランツ 1世）を仲介者としてメッテルニヒの

復古主義はそのまま引き継いで，市民へ接近する意志も態度も示さなかっ

た。

ドイツ，オーストリアの検閲制度そのものの暦史は決して新しいもので

はなく，古くは 554年に検閲令の出された記録がある。 15,16世紀には大
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司教，法王によって発令された宗教上の検閲令がある。ルターの著作は印

刷は勿論，読むことも禁じられた時代があった。

しかしここで扱う政治的検閲は18世紀になって社会の前面に出てきた制

度である。 1715年（オーストリア・ドイツ）皇帝カール 6世の出した検閲

規定が18世紀の検閲の基礎になっていると言われる。 PreBfreiheit（出版

の自由）という単語は1774年から使用されている。その後1788年，プロイ

センの検閲令によって強化され， 1791年（オーストリア・ドイツ）皇帝レ

オポルト 2世が政治的文芸にたいする検閲規定を強めている。 （彼は妹で

あるマリー・アントワネットをフランス革命で失っている。）

18世紀後半の数十年間は文芸の市場が急成長し，それにともなって出版

業が発展した時代である。それは当然の如く検閲の強化を招いた。

19世紀に入るとクライストとアーダム・ミュラーの「ベルリン夕刊新

聞」がハルデンベルクの政策を攻撃したため当局の怒りを買い，ヴィルヘ

ルム 3tU：も勅令を出して「タ「リ新聞」の検閲を特に厳重にするよう命じて

いる。 1810年のことである。ハルデンベルクは検閲を強化してそれを宰相

である自分の指導下におく。あるし、はまた新聞を政府の指導下において政

府にとって都合のよい方向へ大衆の意見をコントロールすることも考えて

いた。彼はこの考えをすでに国王に進言したことがあった（1807年）。

オーストリアのメッテルニヒはそれ以上に積極的に新聞や季 flj~志を政治

的メガフォンに利用する努力を行っていた。例えば， 1810年，フリードリ

ヒ・シュレーゲ、ルを編集長として「オーストリア・オブザーパー」が創刊

されている。 1816年には季刊誌「ドイツ官報」がアーダム・ミュラーの編

集で発行された。次いで1818年，「ウィーン年報J，更に1819年にはシュレ

ーゲ‘ルが政治，文学の季刊誌「コンコルディア」を出している。これらの

総指揮にあたっていたのはメッテルニヒであり，政府の資金援助も行われ

ていた。

またメッテルニヒとは方lJにフリードリヒ・フォン・ゲンツも1822年から

官費で政治的季刊誌「政治家」を出しフランクフルトの連邦議会の様子な

どを伝えていた。なかでも上述の「ウィーン年報」が発行されていた時代
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は丁度メッテルニヒの復古主義の時代と一致している。

1815年のウィーン会議は反動，復古主義に終始した。しかし啓蒙思想や

フランス革命など時代の波は市民層に改革の必要性を痛感させた。専制政

治にたいする反抗運動は次第にたかまっていた。

ウィーン会議後の時代はドイツにおいても政治的騒擾の時代である。す

でに絶対主義者たちは愛国者，民主々義者をデマゴーグとして怖れていた

し，市民による意見の開陳を革命的策動であると過敏に解釈していた。革

命恐怖症に陥っていたのである。

この時代を象徴するようないくつかの事件を歴史の中から拾ってみた

し、。

その一例が1817年10月18日のヴアルトブルク祭である。これは宗教改革

を凶想する祭として学生が行った祝祭で、あったが，熱狂した学生たちは反

動的と思われる書物やプロイセン槍騎兵の/Jl1tl火，オーストリア軍の指揮

杖，専制政治の象徴である弁髪などを次々に火に投じて気勢をあげた。そ

のときイニシアティヴをとったのはヤーンの体操協会であった。ヤーンは

ナポレオンにたいする解放戦争において民兵を指揮した愛国者であり， ド

イツ体操術の創始者であった。日頃から現存制度を厳しく批判しており，

ハルデンベルクは彼を最も危険な人物であるとして，ヤーンにたいする処

置が緊急に必要であると述べていた。 （ヤーンは1819年， 革命的陰謀のか

どで逮捕される。）

当時はまた憲法斗争が盛んで，婦とに市ドイツで活発であった。 1818年，

ヨーゼフ・ゲレスの指導でライン地方から憲法制定を求めるl嘆願書が署名

と共にハルデンベルクに提出されている。所謂「コープレンツ上奏文」で

ある。この時は署名集めそのものが不穏であるとされゲレスはラインラン

トから追放されている。

そして1819年3月23日にはかねてロシア皇帝のスパイと疑われていた作

家コッツェブーがマンハイムにおいて学生組合の秘密組織に属するイエナ

大学のザントとし、ぅ学生に刺殺されるとし、ぅ事件がおきている。コッツェ

ブーはかねがね自由主義的学生運動を攻撃して学生たちの憤激をかってい

-407- ( 16) 



たのである。激情にかられておこった血なまぐさい，つまらぬ事件であっ

たが，暗殺そのものよりもその後捕えられて処刑されたザントにたいする

若い学生たちの沸きかえる同情が政府を狼狽させた。吏に同年7月には，

ギーセンの学生レーニングのナッサウ政府の枢密顧問官イーベルにたいす

る陰謀失敗などの事件がおこっている。メッテルニヒとハルデンベルクは

世間の批判的な限が学生運動に｜ム］し、ているこの機を利用して直ちに反政府

運動，自由主義運動の弾圧にのり出した。

二 カールスパートの決議

カールスパートの決議はオーストリア宮廷の行った仕事である。メッテ

ルニヒがその首謀者であり，彼自身それを否定しなかった。メッテルニヒ

の右腕といわれたフリードリヒ・フォン・ゲンツは「出版の自由の濫用は

全ドイツに無数の悪を招く」 と考えていた。「ドイツに良き憲法を導入す

るためには様々な意見の対立は思わしくない。そのためにも出版の自由を

一時停止する必要がある」，とまで彼は極言した。

新聞，あるいは市ドイツの議会，中部トーイツの大学などがリベラルな政

治運動のWllffの場であったが，ザン卜の行為はすい、学生のはねあがった無

謀な行為であった。なぜザントの事件が30年にわたる出版物の弾圧に発展

したのであろうか。

ゲンツはコッツェブーの死後，メッテルニヒに宛てた最初Jの子紙の中で

すでに「出版の白山」を話題にしていた。メッテルニヒもまた政治的変革

について大学を恐れてはいなかった。彼は最大のしかも緊急に処理しなけ

ればならない忠は出版物であると考えていた。その悪の治療法として検閲

が社山iされ，市民の暗殺にたいする恐怖心に助けられて促進されたのであ

る。トライチュケはドイツの殆んどすべての政府部内にみられた市民にた

いする迫害の狂気について語っている。

かくてプロイセン，ザグセン，ハノーファー，バイエルン，メクレンプ

ルク・シュヴェーリン，メグレンブノレグ・シュトリッツ， ヴュルテムベノレ

グ，パーデン，ナッサウの代表たちが8月6日カールスパートの会議に招
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かれた。これに先だち，メッテルニヒはテープリッツでフリードリヒ・ヴ

ィルヘルム 3t止と協議，続いてノ、ルデ、ンベルク，ヴィトゲンシュタイン，

ベルンシュトルフと会いカールスパートの参加者に指唆する基本原理を確

認した。

カールスパートでは1818年8月6日から31日までの聞に23回の会議が行

われた。メッテルニヒはこの仕事にすべての体力的，精神的ポテンツを結

集したという。それについてゲンツは会議終了近くのメッテルニヒは異常

冗進状態、にあったと書いている。

メツテルニヒの提案をうけてメクレンブ

センがゲンツと共に連邦議会に提出する草稿をつくつた。すべての国家が

歩調を揃えた統一的な検閲制度を目標とした。そして 8月18日，第10凹会

議にはすでに草案ができ承認された。続く第11,16, 22回の会議で追加が

なされた。プロイセンのその後の検閲問題に示された熱意がこの時すでに

目立っていた。日iJちベルンシュトルフの求めで検閲を免れる本の大きさが

15ボーゲンから20ボーゲンとすることに決定された。これにより 320頁以

下の書類は検閲のため当局に提出されることになり，メッテルニヒを満足

させた。会議は 8月31日，カールスパートで散会した。翌月の16日にはオ

ーストリアの全権大使から連邦議会総会にカールスパー卜の決議が提出さ

れた。採決は 9月20日と決定された。事前に事情を知らされていなかった

国々の代表にとって一一ー大多数はそうであったが一一一期限内にそれぞれの

宮廷に訓令を求めることもできなかった。そして議会が休暇に入る前の短

期間の討議で立法化されてしまった。これまでシュヴァーベンやパイエル

ンでは政治的新聞についての検閲は存在していたがかなりリベラルな扱い

がなされていた。バイエルン国王マックス・ヨーゼフはカールスパートの

決議を公布したがノミイエルン憲法を配慮してはっきり留保をつけていた。

そのためプロイセンから厳しく答弁を求められたが，憲法に従って出版の

自由を同執した。残る連邦諸国でも次々にカールスパートの決議は公布さ

れた。しかしメッテルニヒには強い指導力が欠けていた。そのため決議の

運用に関しては歩調が揃わなかった。そればかりか南ドイツの国によって
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はこの決議は主権を侵すものであると無視する場合があった。この決議を

厳守させるためには恐らくファナティックな意志と信念が必要であったの

だろうが，メッテルニヒにもゲンツにもそれは欠けていた。彼らの心の底

は余りにも自由主義的であった。彼らは半ば成功しただけで、あった。だが

プロイセンのように連邦決議を吏に強化したかたちで採用した国家もあっ

たのである。

カールスパートの決議は大きく分けて四つの法規から成っている。大学

法，出版法，調査法並びに暫定的な強制執行令である。これにより出版物

の検閲や大学にたいする監督が強化され，学生組合や秘密結社の解散が命

じられた。更に革命的陰謀探索のためにマインツに中央調査委員会が設置

されているD

ここではしかし出版法の内容だけを問題にしたい。決定的な措置は事前

検閲を義務づ、けたこと，それも20ボーゲン（320頁）以下の全著作，及び全

定期刊行物やパンフレットにたいして検閲を義務づけたことであった（第

一条）。その原理は18世紀に湖るが，「検閲」という単語は細心に避けてい

た。 1819年のカールスパートの決議は 5年の期限付であり， 1824年9月20

日には期限切れになる筈であった。しかしオーストリアとプロイセンは期

限の更新に熱心であった。更新を協議するため，今回はライン河畔ヨハニ

スベルク（メッテルニヒの所領）で1819年と同様の予備会談が行われた。

僅かな例外を除いてすべての指導的政治家たちは賛成した。 1824年8月16

日決議。殆んど内容を変えずに1824年9月20日から効力を発することにな

った。（カールスパートの決議は1848年3月になってはじめて廃止された。）

三出版の弾圧

このようにして出版にたし、する30年にわたる永い弾圧の歴史がはじまっ

た。これまでは国によってそれぞれ異る検閲制度をもっていた。それがい

ま一一必ずしも足並みは揃っていなかったが一一全ドイツ的に統一された

のである。それと共に粘り強い抵抗もまた開始された。カールスパートの

決議に最も強く抗抗した出版社はドイツではライブツィッヒのプロックハ
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ウス社であった。ブロックハウスはメッテルニヒの右腕であるゲンツが

1797年，国王フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世に宛てて書いた手紙を持ち

出してきた。ゲンツはかつてフランス革命の信奉者であった。プロイセン

からウィーンへ移り，反ナポレオンのアジテーションに活躍した人物で、あ

った。しかしリベラリズムの敵に変身， 1810年以降はメッテルニヒの協力

者であった。ブロックハウスは国主にリベラルな政治と出版の自由を嘆願

したゲンツの古い手紙を出版したのである。 1819年12月，カールスパート

の決議の2ヶ月後のことであった。ブロックハウスは更に雑誌「ヘルメ

ス」を創刊し出版の自由を求めて大胆に戦った。勿論「ヘルメス」は発禁

となり，オーストリアではブロッグハウスの百科事典も禁止された。この

禁止は1848年まで続いた筈で、ある。出版社によってはカムベ．のように密告

者をもっていて警察力の上手をいったものもある。

では著作家にたいする検閲はどうであったか。

多くの著書，殊に政治持情詩がその犠牲となった。詩が20ボーゲンを超

えることはまず無かったからである。

ゲーテやシラーの作l拍も検閲を免れることはなかった。すでに1783年，

ベルリンで上演されたシラーの『群盗』では悪評高いベルリンの座付き作

家カール・プリュミッケの手によって兄弟殺しに道徳的改良（改良という

言葉がイロニーをこめて使われた）の手が加えられカーノレとフランツは異

父兄弟ということに書き変えられた。その結果，彼らの母親は姦通の汚名

を着せられることになった。カールスパートの決議以後，この作品はドイ

ツ，オーストリアの舞台からしばらく姿を消してしまう。

ゲーテの晩年にはその誕生日にドイツ各地で『ブァウス l'Jlが上演され

たが，メブイストの言葉やプァウストの聖書解釈は変史されたり，削除さ

れたりした。 リヒヤルト・ヴァーグナーが言うように， 「ゲーテの傑作は

ず、たす守たに切られ，見分けもつかない姿になることに耐えねばならなかっ

たJのである。

しかし著作に最も厳重な監視を受けていたのは「若きドイツ」の作家た

ちである。 フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世は1836年， 「若きドイツ」の
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著作にたいする特別検閲官を任命するよう命じているが，このとき選ばれ

たカール・エルンスト・ヨーンはかつてゲーテの秘書をしていた人物で、あ

る。彼はハイネ，グッツコー，ヴィーンバルグ，ラウベ，ムント等の著作を

特に監視した。この仕事は「若きドイツ」にたいする例外法の廃止（1843

年）まで続いた。ヨーンは専らこの仕事に生き枢密顧問官にまで昇進し，

1837年には赤鷲四等勲章を得ている。

ハイネは1826年春『旅の絵 第一部』， 翌年第二部を出版した。第二部

の中には「観想 ルグランの書」と散文「北海第三部」が含まれ，とく

に後者の社会批判はプロイセン当局の検閲によって発禁となっている。『フ

ランス事情』の禁止は1833年2月であった。『旅の絵 第二部』の第12章

にはたまたま「ドイツの検閲官……馬鹿者」とし、う言葉が検閲を免れて載

っている。

カールスパートの決議とそれにもとづくゾロイセンの勅令（1819年10月

18日）によって文学作品や日刊紙には多くの検閲のダッシュが入ることに

なる。しかしもともと新聞や書籍は原稿のかたちで検閲局に提出されるわ

けではない。検閲の跡はそのまま残るわけで，削除のダッシュがし、わば埋

め草としてそのまま利用されることになった。しかし間もなくプロイセン

の勅令は検閲によって生じた r~~i: き問も残すことを禁じてしまう（1823年 2

月22日の内閲命令）。その後ドイツ最高の機関， ブランクフルト連邦議会

も同じように検閲の隙き間を読者にそれとわかるように放置しておくこと

を内閣委員会で禁じている（1834年6月）。 この弾圧の強化には 1830年の

7月革命あるいは1832年のパイエルン領ハンパッハで、行・われた大集会が直

接的な影響を与えていると考えることができる。しかし 9年後の1843年6

月30日，再びはっきりとした禁止が発令されているところをみると各国の

間でこの規定が徹底していなかったのであろう。オーストリアを含めて30

を超える領邦国家があり，それぞれの国家が政治状勢に合わせて異った扱

いをしていたために連邦決議が出されたあとも条例の統一的運用はなされ

なかったのであろう。
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四 著作家，出版社の抵抗

3月前期，著作家と検閲当局との聞の熱い戦いは単に文明史的側面だけ

ではなくフモリスティッシュな側面をもっていた。

前述のように条例の扱いは領邦国家によって異っており，そのうえ抜け

穴だらけであった。両者の戦いは猫とねずみのゲームにも似ている。検閲

官の眼を欺くために，一見すると無害な発言，逆説，ユーモアを含んだ否

定辞などが駆使され，検閲官を絶望の中へ追い込んだ。検閲官は文章の行

聞を読む技術を生み，著作家は行聞に書くというテクニッグを生み出し

た。出版社は固によって違う検閲法のなかから最も穏当な法律を探し出し

た。プロイセンの出版社はたとえ外国で印刷された書物で、あっても自国の

検閲を受けるよう義務づけられていた。そこで出版社は検閲法の緩やかな

国に代理店をおいた。なかでもライプツイヅヒの規定は緩やかであった。

そこで出版社はライプツィッヒの属するザクセンで印刷を行ない，表紙に

も代理店の名を印刷した。ザクセンの印刷業者はこれで大いに繁昌したと

いわれる。

プロイセンでは1842年になってようやく 20ボーゲンを超える書物を検閲

から解放した。これを超えた書物は市民の側に購買力が無いだろうと当局

が判断したからである。（大抵のドイツ領邦国家では1819年のカールスパ

ートの決議以来， 20ボーゲンを超える本は検閲からはずされていた）。著

作家はこの制度を利用して，原稿の量が足りない場合は欠けた分を継ぎ足

す方法もとられた。ハイネの『旅の絵 第4部』の最後のカール王とぱら

の愚者クンツの話，あるし、はカール・グッツコーの『ヴァリー』にもテク

ストとは関係のない「真実と現実」としづ論文が加えられている。いづれ

も規定の20ポーゲンを超えるための方策で、あった。

また大きな活字を使ったり， 1頁に2節しか印刷せず，それぞれの詩の

前に遊ひ、紙を入れた詩集などもつくられた。

出版社が社名を変えたり，季刊誌が発禁になる度に次々と誌名を改める

ことも稀ではなかった。赤鉛筆のチェックを恐れて外国へ逃れる場合もあ
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った。そして印刷された本には出版場所として近隣諸国の名がピカピカ光

ってL、7こ。ゲルマーニエン， ドイツ，フランス，パビロン， トボルスク，

アウスターリッツなどの名があった。偽の出版社名には PierreMarteau, 

またこれを独訳した PeterHammerの名も有名で度々使われた。面白い

のはこれにはいくつかのヴァリエーションもあって” HammersErben“ 

や，，P.Hammer der altere“などの名も使われた。ルートヴィッヒ・ベ

ルネの『パリ通信』が厳禁された後， 第3巻， 第4巻には著者として L.

Brunetの名が使われている。勿論ベルネ自身である。このような偽装は

オーストリアへの印刷物の密輸の際にも大いに利用された。

「若きドイツ」の文学が大部分スイスへ逃れたように，オーストリアの

詩人たちはドイツへ逃れた。しかしここでも安心できない場合はベルネや

ハイネ，カール・マルクス等と同様パリへ移った。

五革命後もつづいた演劇の検閲

1848年3月の嵐はドイツ，オーストリアの出版物の検閲を吹き飛ばして

しまった。南ドイツではそれ以前に廃止していた国家もある。プロイセン

も譲歩してフリードリヒ・ヴィルヘルムは検閲を廃止する内閣命令に署名

した（1848年3月18日）。

その後，出版の自由を認める公布がし、くつか出されているが一切の法律

は劇場検閲については何ら触れていない。それには次のような理由があっ

た。

18世紀並びに19世紀半ばまで全演劇活動を支配していたのは宮廷劇場で・

あるが，この宮廷劇場の検閲は宮廷の役人が行っていたのである。警察が

これに干渉することはなかった。市立劇場はまだ生れて間もなく，常設の

劇場が生れるまでには永い時間が必要であった。まともな劇場検閲のシス

テムはオーストリアが持っているだけであった。ウィーンには18世紀の終

りにはすでに宮廷劇場と並んでいくつかの私設劇場が生れていたからであ

るD

プロイセンの劇場検閲の規定は1820年，閣令によって生れた。だがこの
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時代にはまだ劇場検閲は大きな役割はしていなかった。 1848年以後はじめ

て私設劇場は雨後のたけのこのように生れてくる。その最初が今日のドイ

ツ劇場であるが， 1848年6月25日，差し当りは夏期だけの劇場として開設

された。

1848年9月25日，プロイセンの劇場検閲は廃止されたが， 同年11月18

日，警察本部長に就任したヒンケルダイはこのアナキー状態を脅認できな

かった。 1850年以降，警視総監は再び定期的に｝二演作品についての報告を

受けている。

公衆の劇場よりも愛好者団体や愛好家クツレーブU の舞台は政治批判の場と

していっそう危険であると判断された。ヒンケルダイは狭いベルリンに30

を超える劇場の数は多すぎると考えた。しかし規制のための条例づくりは

集会の自由と権利を保障しているブロイセン憲法第29条， 30条に抵触する

おそれがあった。しかし1851年7月，完成した15条から成る条例は警察の

許可なしには一切の上、演がI沼められないことを明記していた。上演はその

つど日時，期間などについて警察に届けIllなければならなかった。

ヒンケルダイはこの法令を官廷劇場にも適用せんとして貴族の反感を買

った。その後，賭博行為のあった貴族の遊技グラブを解散させようとした

ヒンケルダイはその会員の一人であるハンス・フォン・ロホ＝プレソの挑

戦を受けて， 1856年3月10日決斗に艶れた。

検閲も度を超えるとグロテスグであった。当時は警察や王室の検閲と並

んで表向き青少年の保護をうたっている検閲機関があったが，例えばオー

ストリアの学校図書館では1880年代， 90年代になってもグリムやアンデ、ル

センの童話を禁じていた。

3月前期の検閲官たちは言葉にたいしても過敏に反応し， 「自由j, 「民

衆」とし、ぅ単語を病的なまでに嫌った。彼らは舞台で上演される脚本の中

のこの種の単語をいちいちチェックした。検閲官が熱烈な宥主政体主義者

である場合にはヨーハン・シュトラウスが「ワルツI：」とよばれることに

も我慢できなかった。

へルマン・ズーダーマンの『ソトV、の最後』は1890年10月，ベルリンの
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警視総監リヒトホーフェンによって上出禁止となったが，！全体的傾向が怪

しからぬ，とし、う理由からであった。劇場検閲の歴史の中でこの時から

「全体的傾向」とし、う言葉は流行語となった。

妻や娘を同伴して各場面を見ることができるか。これも劇場検閲の際の

大切な目安であった。女性にたいするこのような繊細な配慮は演劇とは何

の関係もない筈だが，ウィーンでもドレースデンでも未婚の主女たちへの

配慮が劇場検閲の庵史には一貫して流れている。

六宮廷とドラマ

シェーグスピアが19世紀のドイツの劇作家であったとしたら，一連の王

宗ドラマは決して上演されることはなかったであろう。ドイツの支配者は

依らの先机が舞台に登場することを喜ばなかったからである。

グライストの『王子ホムブルク』はベルリンの宮廷劇場で3回上演され

たあと，プロイセンの劇場からは閉め出され，それ以後の上演は禁止され

ている。内容があまりに時勢に直結していたことと王子の死の恐怖が軍を

刺戟したからである。

30年代， 40年代のドイツのドラマは国家を題ー材とするものが多かった

が，暦史ドラマの自然、な発展が上からの命令によって妨害されることもま

た多かったのである。カール・グッヅコーは罪のない喜劇『弁髪と剣』（フ

リードリヒ・ヴィルヘルム 1i止の宮廷に取材している）を直接フリードリ

ヒ・ヴィルヘルム 4世に送っている（1844年10月）。王は無憂宮でこれを

朗読させて大いに笑ったのであるが，上演の許可は与えられなかった。こ

の場合は主に信頼の篤かったルートヴィッヒ・ティークの意向が多分に反

映したようである。ティークは当時プロイセンの枢密顧問官であり，劇場

顧問でもあった。ヴイルヘルム 4ittの即位後召聴されてドレースデンから

ベノレリンへ移っていたがすで、にロマン派時代の廃人であった。彼は若いへ

ッベル，ラウベ，グッツコーなどを過少に評価した。国王はこのティーグ

の判断に従って結局上演の許可を与えなかった。そればかりかヴイルヘル

ム4世はその後勅令を出し劇場の検閲を一層強化した。この勅令によって
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ユーリウスモーゼンの『万主の子息』（プロイセンの暦史を扱っており，フ

リードリヒ大王の後継者たちを思わせる人物などが登場する）も上演禁止

になっている。

またカール・テプファーの喜劇『国王の命令』は宮廷劇場では『公爵の

命令』と改められた。ハインリヒ・ラウベの喜劇『ゴヅトシエトとゲレル

ト』も1846年 1月5日禁止されたが，その理由はフリードリヒ大王の兄弟

であるハインリヒ王子がその中に登場したからであった。しかしラウベが

E子をザイドリッツ将軍に変更したことでその禁が解かれたロ

E室の人聞は中世以来，無数に枝分れして暦史の中に登場してくる。彼

らと共にドイツ史は宮廷の舞台から追放されたも同然であった。ヴイルへ

ルム 4世のこの検閲強化の勅令はドラマにこまかな点に至るまで影響を与

えたが1918年に至って劇場検閲も全廃された。
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